
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

建設局垂水建設事務所　　　　（電話番号　078-707-0234　）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　当該橋梁は、JR舞子駅直上に架設されており、この橋梁の化粧パネルが腐食し、西日本旅客鉄道株式会社が所有する
線路上へ落下しかけている。
　西日本旅客鉄道株式会社との協議により、本対策工は神戸市が施工し、西日本旅客鉄道株式会社は、当該箇所におけ
る線路閉鎖工を行うこととなった。施工に際しては当然ながら鉄道事業に精通している業者で、かつ、西日本旅客鉄道株
式会社ならびに線路閉鎖を行う業者と密に連携が取れるものでなければならない。神戸市内で、この連携体制がとれつ
つ、迅速な対応が可能な業者は大鉄工業（株）しかいない。
　上記のとおり、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に該当するため、特命随意契約を締結するものである。

舞子ヶ浜高架橋化粧パネル撤去工事

大鉄工業　株式会社


